
令和５年度改訂 

 令和 6年 4月 3日改訂 

令和７年度 部活動に関する規定 

 

佐賀市立小中一貫校芙蓉校中学部 

 

１．部活動基本方針 

（１） 部の活動は、学校教育の一環としての活動であること。 

（２） 部の活動は、顧問及び指導者の適切な指導計画に基づいて運営されること。 

（３） 部の運営指導は、生徒の心身の発達を考慮し、健全な育成を期して教育的な配慮に基づいてな 

されること。 

 

２．部活動の時間 

  平日の部活動の開始時刻は帰りの会終了後から１５分後とし、その時刻になれば各部の活動が開始 

 できるようにする。 

（１）部活動終了時刻について 

    部活動の終了時刻は下記のとおりとする。 

月  下校完了時刻 月  下校完了時刻 

４ 月 

５ 月 

６ 月 

７ 月 

９ 月 

１０月新人戦まで 

１８：１０ 

１８：１０ 

１８：１０ 

１８：１０ 

１８：１０ 

１８：００ 

１０月新人戦以降 

１１月 

１２月 

１ 月 

２ 月 

３ 月 

１７：３０ 

１７：１５ 

１７：００ 

１７：１５ 

１７：４５ 

１８：００ 

  水曜日：１６：３５ 

① 日没前に帰宅を完了できること。 

② 活動時間は、平日２時間、休日３時間以内とする。但し、大会やコンクール、練習試合、 

合同演奏会、合同練習等についてはその限りではない。 

③ 下校完了時刻には校門を出る。 

④ 気象条件や不測の事態に応じて、上記時間より早めに下校する場合がある。 

⑤ 休日(日・祝・休業日)の練習は、顧問の指導の下行う。 

ア．土曜日・日曜日のどちらかに休養日を設けるように配慮する。 

イ．平日 1日の休養日を設けることとする。 

ウ．毎月第 3日曜日は県内一斉部活動休養日とする。 

エ．長期休業中は、原則として休日、祝日は部活動を行わない。 

（２）定期考査の練習停止期間について 

① 中間考査３日前、期末・学年末考査５日前より考査最終日前日までの期間の部活動を停止する。た

だし、中学部新入生の最初の中間考査前については、1週間前から活動を停止する。 

② 中体連に係る大会や協会、連盟主催の大会、コンクールが定期考査期間中、または、考査直後に



控えている場合は、学校長の許可のもと１時間程度の活動を行うことができる。 

 

３．練習時の服装について 

（１） 活動の服装は原則として体操服か制服とする。ただし、顧問が活動にふさわしいと判断する 

場合は、この限りでない。 

（２） 平日の下校は活動時の服装または制服での下校とする。 

 

４．道具の管理について 

部活動を行う際は、道具を活動場所に持ち運ぶこととする。活動中、活動後に特別の理由がない限り

教室へは立ち入らないようにする。貴重品は顧問に預けるようにする。 

 

５．その他 

（１） 部活動で昼食が必要な際、食事をとる場所については顧問の指示に従う。ごみ等は必ず持ち帰る。 

（２）登下校中に商店へ立ち寄ったり、飲食物を購入したりすることは休日も含め禁止する。 

（３）活動を欠席する場合は必ず顧問教師に連絡する。 

 

６．顧問および部員数（令和７年度） 

部 活 名 顧 問（担当） 
７年 ８年 ９年 計 

男 女 男 女 男 女 男 女 

ソフトテニス女子 
高野  鈴木  成富 

野中  栗秋  
 ２  ３  ３  ８ 

吹 奏 楽 
貞島  中島  

田代   村山 
１ ２ ３ １ ０ ３ ４ ６ 

〇社会体育 

〇拠点校部活動 

への参加 

 橋本   藤瀬 

   栗秋   

５（Sテニス） 

１（空手） 

１（サッカー） 

２（諸富中軟

式野球部） 

０ 

２（サッカー） 

１（ハンド B） 

１（カヌー） 

１（バスケ） 

０ 

１（Sテニス） 

1（陸上） 

１（サッカー） 

 

 

１（ダンス） 

17 １ 

 

７．廃部について 

（１） 廃部については、現在の部員数及び今後の加入見通しを考慮し職員で話し合いの上、学校長が判 

断する。 

（２） 部の再開については、新入生の入部希望者が大会参加可能人数を越え、且つ今後２年間の大会や 

コンクール参加が可能と見込まれる場合は職員で話し合いの上、学校長が判断する。 

 

８．その他 

（１） 小学部６年生の中学部部活動見学については、入部の判断材料となるため見学はいつでも認め 

る。 

（２） 中学部新入生の体験入部については、入学後にあらためて期間を設ける。 


